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市第67号議案 

   横浜市中央卸売市場業務条例の一部改正 

 横浜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

平成25年12月３日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 横浜市中央卸売市場業務条例（昭和47年３月横浜市条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

 第47条第４項中「前項後段」を「前項」に、「1.05」を「1.08」

に、「前項の」を「同項の」に改める。 

 第52条第３項中「1.05」を「1.08」に改める。 

 第55条第２項第２号及び第３項並びに第59条第１項中「５パーセ

ント」を「８パーセント」に改める。 

 第68条第１項中「1.05」を「1.08」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市中央卸売市場業務条例第68条第

１項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。 
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   提 案 理 由 

 横浜市中央卸売市場の使用料について消費税及び地方消費税相当

分を改定する等のため、横浜市中央卸売市場業務条例の一部を改正

したいので提案する。 
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 参  考   

       横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 業 務 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)    

（ 卸 売 を し た 相 手 方 の 明 示 及 び 引 取 り ） 

第 47 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

        前 項   
４  卸 売 業 者 は 、     の 規 定 に よ り 他 の 者 に 卸 売 を し た 場 合 に 
        前 項 後 段 

お い て 、 そ の 卸 売 価 格 （ せ り 売 、 入 札 又 は 相 対 に よ る 取 引 に 係 る 

  1.08                    同 項 の 
価 格 に   を 乗 じ て 得 た 価 格 を い う 。 以 下 同 じ 。） が    仲 卸 

  1.05                    前 項 の 

業 者 又 は 売 買 参 加 者 に 対 す る 卸 売 価 格 よ り 低 い と き は 、 そ の 差 額 

を そ の 仲 卸 業 者 又 は 売 買 参 加 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。 

（ 卸 売 予 定 数 量 等 の 報 告 ） 

第 52 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  卸 売 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 月 中 に 卸 売 を し た

物 品 の 市 況 並 び に 卸 売 を し た 物 品 の 数 量 及 び 卸 売 金 額 （ せ り 売 、 

 1.08  
入 札 又 は 相 対 に よ る 取 引 に 係 る 金 額 に   を 乗 じ て 得 た 金 額 を い 

 1.05  

う 。 第 56 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。 

（ 仕 切 り 及 び 送 金 ） 

第 55 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  卸 売 業 者 は 、 前 項 の 売 買 仕 切 書 に 、 次 の 事 項 を 明 記 し な け れ ば 

な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

                           ８ パ 
(2)  前 号 に 規 定 す る 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 及 び そ の 額 の  
                           ５ パ 

  ー セ ン ト 
    に 相 当 す る 額 並 び に こ れ ら の 合 計 額 

  ー セ ン ト 

（ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 



市第 67 号 

32 

３  食 肉 部 の 卸 売 業 者 は 、 第 41 条 の 規 定 に よ る 委 託 を 受 け た 場 合 に

お い て 、 家 畜 を 解 体 し 、 枝 肉 又 は 部 分 肉 と し て 卸 売 を し た と き は

、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 売 買 仕 切 書 に 、 枝 肉 又 は 部 分 肉 の ほ か 、 原 

 皮 、 内 臓 そ の 他 の 副 産 物 の 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 及 び そ の 額 

  ８ パ ー セ ン ト 
の       に 相 当 す る 額 並 び に こ れ ら の 額 の 合 計 額 を 記 載 し 

  ５ パ ー セ ン ト 

な け れ ば な ら な い 。 

（ 買 受 代 金 の 即 時 支 払 義 務 ） 

第 59 条  仲 卸 業 者 及 び 売 買 参 加 者 は 、 卸 売 業 者 か ら 買 い 受 け た 物 品 

の 引 渡 し を 受 け る と 同 時 に （ 卸 売 業 者 が あ ら か じ め 仲 卸 業 者 及 び 

売 買 参 加 者 と 支 払 猶 予 の 特 約 を し た と き は 、 そ の 特 約 に お い て 定 

め ら れ た 期 日 ま で に ）、 買 い 受 け た 物 品 の 代 金 （ 買 い 受 け た 額 に 

  ８ パ ー セ ン ト 
そ の       に 相 当 す る 額 を 加 え た 額 と す る 。） を 支 払 わ な 

５ パ ー セ ン ト 

け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

（ 使 用 料 等 ） 

                    1.08  
第 68 条  市 場 の 使 用 料 は 、 別 表 第 ２ の 金 額 に   を 乗 じ て 得 た 額 の 

1.05  

 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 


